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【公開番号】特開2014-182226(P2014-182226A)
【公開日】平成26年9月29日(2014.9.29)
【年通号数】公開・登録公報2014-053
【出願番号】特願2013-55729(P2013-55729)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  26/10     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  27/01     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  27/02     (2006.01)
   Ｂ８１Ｂ   3/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/74     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   26/10     １０４Ｚ
   Ｇ０２Ｂ   26/10     　　　Ｃ
   Ｇ０２Ｂ   27/02     　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ   27/02     　　　Ｚ
   Ｂ８１Ｂ    3/00     　　　　
   Ｈ０４Ｎ    5/74     　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月14日(2016.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の光スキャナーでは、前記歪検出素子は、前記第２軸部の前記固定部側の端部に
配置されていることが好ましい。
　これにより、歪検出素子に接続される配線の第２軸部に配置される部分を少なくするこ
とができる。
　本発明の光スキャナーでは、オブザーバーを用いて、前記第１信号処理部から出力され
た信号に基づいて、前記可動部の前記第１の軸周りの挙動を推定することが好ましい。
　これにより、可動部の第１の軸周りの揺動が共振状態でなくても、第１信号処理部から
出力された信号に基づいて、可動部の第１の軸周りの挙動を検出することができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る光スキャナーを示す平面図である。
【図２】図１に示す光スキャナーの断面図（Ｘ軸に沿った断面図）である。
【図３】図１に示す光スキャナーの制御系を示すブロック図である。
【図４】図１に示す光スキャナーが備える駆動部の電圧印加部を説明するためのブロック
図である。
【図５】図４に示す第１の電圧発生部および第２の電圧発生部での発生電圧の一例を示す
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図である。
【図６】図１に示す光スキャナーの歪検出素子を説明するための図である。
【図７】２端子型の歪検出素子の姿勢とシリコンの結晶方位との関係を説明するための図
である。
【図８】ピエゾ抵抗領域にｐ型シリコンを用いた場合における２端子型の歪検出素子の姿
勢（角度α）と引張応力およびせん断応力による抵抗値変化率の絶対値との関係を示すグ
ラフである。
【図９】ピエゾ抵抗領域にｎ型シリコンを用いた場合における２端子型の歪検出素子の姿
勢（角度α）と引張応力およびせん断応力による抵抗値変化率の絶対値との関係を示すグ
ラフである。
【図１０】２端子型の歪検出素子の姿勢（角度α）と引張応力およびせん断応力による抵
抗値変化率の絶対値の比との関係を示すグラフである。
【図１１】（ａ）は、枠体部に印加される第１の軸周りのトルクと可動部および枠体部の
Ｙ軸周りの揺動角との比に関する周波数特性を示すグラフ、（ｂ）は、枠体部に印加され
る第１の軸周りのトルクと可動部および枠体部の第１の軸周りの揺動との位相差に関する
周波数特性を示すグラフである。
【図１２】（ａ）は、図１１（ａ）の共振周波数付近を拡大したグラフ、（ｂ）は、図１
１（ｂ）の共振周波数付近を拡大したグラフである。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る光スキャナーを示す平面図である。
【図１４】図１３に示す光スキャナーの歪検出素子を説明するための図である。
【図１５】ピエゾ抵抗領域にｐ型シリコンを用いた場合における４端子型の歪検出素子の
姿勢（角度α）と引張応力およびせん断応力による抵抗値変化率の絶対値との関係を示す
グラフである。
【図１６】ピエゾ抵抗領域にｎ型シリコンを用いた場合における４端子型の歪検出素子の
姿勢（角度α）と引張応力およびせん断応力による抵抗値変化率の絶対値との関係を示す
グラフである。
【図１７】４端子型の歪検出素子の姿勢（角度α）と引張応力およびせん断応力による抵
抗値変化率の絶対値の比との関係を示すグラフである。
【図１８】本発明の画像表示装置の実施形態を模式的に示す図である。
【図１９】図１８に示す画像表示装置の制御系を示すブロック図である。
【図２０】本発明の画像表示装置の応用例１を示す斜視図である。
【図２１】本発明の画像表示装置の応用例２を示す斜視図である。
【図２２】本発明の画像表示装置の応用例３を示す斜視図である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　これに対し、傾斜角θが前記下限値未満であると、電圧印加部４によりコイル３１に印
加される電圧の強さなどの諸条件によっては、可動ミラー部１１を十分にＸ軸周りに回動
させることができない場合がある。一方、傾斜角θが前記上限値を超えると、諸条件によ
っては、可動ミラー部１１を十分にＹ軸周りに回動させることができない場合がある。
　このような永久磁石２１としては、例えば、ネオジム磁石、フェライト磁石、サマリウ
ムコバルト磁石、アルニコ磁石、ボンド磁石等を好適に用いることができる。このような
永久磁石２１は、硬磁性体を着磁したものであり、例えば、着磁前の硬磁性体を枠体部１
３に設置した後に着磁することにより形成される。既に着磁がなされた永久磁石２１を枠
体部１３に設置しようとすると、外部や他の部品の磁界の影響により、永久磁石２１を所
望の位置に設置できない場合があるからである。
【手続補正４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　このように、枠体部１３を挟んで設けられた１対の軸部１４ａ、１４ｂに配置された１
対の歪検出素子５１、５２の検出信号から、軸部１４ａ、１４ｂの曲げ変形に基づく信号
を効率的に取り出すことができる。
　このような第１信号処理回路７１から出力された信号は、図３に示す制御部６に入力さ
れる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　このように、枠体部１３を挟んで設けられた１対の軸部１４ａ、１４ｂに配置された１
対の歪検出素子５１、５２の検出信号から、軸部１４ａ、１４ｂの捩れ変形に基づく信号
を効率的に取り出すことができる。
　このような第２信号処理回路７２から出力された信号は、図３に示す制御部６に入力さ
れる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
　図１３は、本発明の第２実施形態に係る光スキャナーを示す平面図、図１４は、図１３
に示す光スキャナーの歪検出素子を説明するための図である。また、図１５は、ピエゾ抵
抗領域にｐ型シリコンを用いた場合における４端子型の歪検出素子の姿勢（角度α）と引
張応力およびせん断応力による抵抗値変化率の絶対値との関係を示すグラフである。また
、図１６は、ピエゾ抵抗領域にｎ型シリコンを用いた場合における４端子型の歪検出素子
の姿勢（角度α）と引張応力およびせん断応力による抵抗値変化率の絶対値との関係を示
すグラフである。また、図１７は、４端子型の歪検出素子の姿勢（角度α）と引張応力お
よびせん断応力による抵抗値変化率の絶対値の比との関係を示すグラフである。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３６】
　このような歪検出素子５１Ａの検出信号は、第１信号処理回路７１（第１信号処理部）
および第２信号処理回路７２（第２信号処理部）に入力される。同様に、歪検出素子５２
Ａの検出信号は、第１信号処理回路７１および第２信号処理回路７２に入力される。なお
、歪検出素子５２Ａは、端子８４ａ、８４ｂを介して歪検出素子駆動回路５３に電気的に
接続され、端子８４ｃ、８４ｄを介して第１信号処理回路７１および第２信号処理回路７
２に電気的に接続されている。
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